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中津市空家等対策計画の策定について 

 

中津市では、平成２４年７月に「中津市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、

管理不全な空き家の所有者に対して適正管理を促すとともに、平成２８年４月には「空

家等に関する相談窓口」を設け、所有者等や地域住民からの多様な相談や苦情などに対

応してきました。 
今回、空家法の施行を契機に、中津市の空家等に対する基本方針や対策を市民に示し、

空家等対策を総合的かつ計画的に進めるため、「中津市空家等対策計画」を策定しました。 
※ 詳細は、別添の中津市空家等対策計画（概要版）を参照。なお、中津市ホームペー

ジにもＰＤＦ版を掲載しています。 
 

１． 背景  

少子高齢化の進展に伴い全国的に空き家が増加しており、適切な管理が行われていな

い空き家について、「安全性の低下」「公衆衛生の悪化」「景観の阻害」等の問題から、地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている現状があります。 
このため、生命・身体又は財産の保護・生活環境の保全を図り、あわせて空き家の活

用を促進するため、平成２７年２月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行

されました。 
空家法においては、空き家の所有者が適切な管理について第一義的な責任を有するこ

とを前提としつつも、住民に最も身近な行政主体であり個別の空き家の状況を把握する

ことが可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空家等対策に関する事業主体と

して位置づけられています。 
 

２．計画の位置付け  

本計画は、空家法第６条に規定する空家等対策計画として、平成２８年５月に発足し

た中津市空家等対策協議会での協議を経て策定し、空家等の所有者をはじめとして、市

や県・地域が連携協働して取組む総合的な空家対策の方向性を示すものです。 
また、市政運営の基軸となる「第五次中津市総合計画 なかつ安心・元気・未来プラ

ン２０１７」で示された方針を踏まえ、計画を推進します。 
 

３．対象地区・計画期間  

中津市全域を対象とし、計画期間は平成２９年度から平成３３年度の５年間とします。 
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